
2024年4月1日より、以下のとおり診療科名が変更となります。

新名称（２階・３階） 旧名称

保存科

保存・修復診療部門 保存・修復診療科

歯内診療部門 マイクロスコープ診療科

歯周診療部門 歯周病診療科

補綴科

クラウンブリッジ診療部門 デジタル歯科診療科

義歯診療部門 義歯診療科

接着器材診療部門（新設）

＊詳細につきましては、担当医へお尋ねください。

病 院 長

診療科名変更のお知らせ


